
ジンジャー給与
初期設定ガイド

～ 月次計算実施までの流れ～
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本マニュアルをご利用いただくご担当者の方へ

2©jinjer Co., Ltd.

本マニュアルは、2025年4月14日時点でのジンジャーの仕様で各操作の説明を記載しておりま
す。
機能アップデートに伴い、仕様の変更がおこなわれる可能性がございますので、あらかじめ
ご了承ください。

免責事項

本マニュアルでは、ジンジャー給与の初期設定方法を案内いたします。
初期設定が完了することにより、毎月従業員へ支払う給与の計算をおこなうことができます。

なお、本マニュアルでは毎月の給与計算を実行するまでの内容を紹介いたします。
年末調整や月変算定などの対応におかれましては、下記のヘルプページをご確認いただくよう
お願いいたします。

・月変算定

・年末調整

・賞与計算

・退職金計算

・遡及計算

・年度更新

本マニュアルでできること

本マニュアルを利用する前に準備いただきたいものはこちらからご確認ください。

・従業員情報

・賃金規定

・賃金台帳

・特別徴収税額通知書

・給与明細書

・勤怠データファイル

・社会保険/雇用保険事業所情報

事前準備

https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/categories/360002570752
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/categories/360002570772
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/categories/900000065863
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/categories/28274892130585
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/categories/37057411374745
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/categories/900000377306
https://jinjer.zendesk.com/hc/ja/articles/16230040844569-%E5%88%9D%E6%9C%9F%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB#:~:text=%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82-,%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9,-%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E5%90%8D
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ジンジャーで対応できること

ジンジャー給与を利用して、対応できることは下記のとおりです。
本マニュアルでは毎月対応が必要である、青枠の「給与計算」をおこなうための設定方法をメイ
ンに案内いたします。

5

給与計算

従業員管理 人事設定

従業員管理

従業員管理

従業員管理

賞与計算 年末調整

賞与計算 月変算定

労務手続 年度更新
※

年調収集
※

対応月

毎月 給与の計算、支給（明細書の発行・振込）

内容

1月
法定調書合計表の作成
給与支払報告書の作成

3.4月
入社/退社する従業員の給与設定
健康保険/介護保険の料率変更

6月 住民税の変更

7月

賞与の計算・支給
賞与支払報告書/算定基礎届/月額変更届の提出
労働保険料申告書の提出および労働保険料の納
付

8月 4月昇格による随時改定者の社会保険料改定

10月 7月に算定基礎届を提出した従業員の
社会保険料率の変更

11月 年末調整に関する必要書類の従業員への配布

12月
賞与の計算、支給
年末調整の実施
源泉徴収票の発行

設定メニュー

※ ジンジャー給与以外のサービスの契約が必要です。

年末調整

©jinjer Co., Ltd.



設定手順
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設定の利用画面 / 設定手順

初期設定にて使用する項目は下記の4つです。
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1．企業情報の登録
2．企業銀行の登録

企業設定

１．給与支給/控除単価の名称登録
２．住民税の納付先/納付元の登録
３．社会保険/労働保険の情報登録

人事設定

1．保険料/住民税の徴収タイミング/サービス連携の登録
2．管理者用のヘッダー項目の登録
3．給与明細の項目名称/給与計算式の登録
4．給与明細のレイアウトの設定

給与設定

1．家族の登録
2．通勤の登録
3．給与計算に関するマスタの紐づけ/情報登録
4．社会保険/労働保険に関するマスタの紐づけ/情報登録
5．所属情報の登録

従業員管理
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毎月の給与計算を実施するためには？

毎月の給与計算を実施するためには、ジンジャーのデータベースにて、【マスタの作成】
【マスタの紐づけ/関連情報の入力】の設定が必要です。

©jinjer Co., Ltd.

S T E P 1

マスタ作成

① 企業設定

・企業情報
・振込元銀行

② 人事設定

③ 給与設定

・給与単価の名称
・住民税の納付先
・各種保険の事業所情報

・給与体系別の給与の計算式
・税/保険料のタイミング
・明細書のFMT

S T E P 2

マスタの紐づけ

④ 従業員管理

※記載内容はイメージです

神社 太郎さん

・給与単価の単価入力

例）時給1500 円

・住民税の納付先の紐づけ

例）東京都新宿区

・給与体系の紐づけ

例）時給社員用

STEP1で作成したマスタを反映させてください

毎月の給与計算の実施

従業員へ交付する明細書の作成が可能です。



企業設定

・企業情報
・企業銀行

02－①
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① 企業情報/企業銀行

企業設定とは？

自社の会社情報を管理する設定です。
ジンジャー給与では、企業情報と会社の銀行情報（振込元）の登録が必要です。
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企業に関する基本情報を登録する設定で、給与明細や各種帳票に印字される項目です。

企業情報 ヘルプページはこちら

企業銀行の情報を登録する設定で、給与支払時やFBデータ作成時に振込元となる項目です。

企業銀行 ヘルプページはこちら

従業員情報の設定にて、振込元の企業銀行の指定が必要なため、
給与支給種別の給与の項目に「✓」を忘れずに入れてください。

確認

https://jinji.jinjer.biz/company
https://jinjer-jinji.zendesk.com/hc/ja/articles/360037925511
https://jinji.jinjer.biz/company/bank-accounts
https://jinjer-jinji.zendesk.com/hc/ja/articles/360037925451


人事設定

・給与計算
・納付先情報
・社保・労保

02－②
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② 給与計算
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人事設定とは？

自社の従業員情報を管理するにあたり共通のマスタを作成する設定です。
ジンジャー給与においては、各単価の名称、住民税の納付情報、社保/労保の事業所情報や料率の
登録が必要です。

会社で「毎月」固定支給/控除をおこなう給与単価の名称を登録する設定です。
月次計算においては、給与支給単価、給与控除単価をご設定ください。

給与計算 ヘルプページはこちら

※ 本設定は給与計算式を設定する際に使用する項目のためP.13もあわせてご確認ください。

給与支給単価/控除単価の中にはデフォルト計算式が用意されている項目があります。
デフォルトの項目と登録が重複しないように、ご注意ください。

詳細はこちらをご確認ください。

ポイント｜登録時に留意することはありますか？

名称末に（人事設定）と入力いただくと、計算結果が合わないなどで給与計算式の変更を
おこなう際に、更新箇所の把握がしやすくなります。

確認

https://jinji.jinjer.biz/master/payroll
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900000966186
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900000966186
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② 給与計算

毎月の給与計算を実施するためには、給与計算式の設定が必要です。
下記3つのSTEPにて計算式を設定が可能です。

上記設定を踏まえた内部でおこなわれる計算処理

給与明細上での表示

©jinjer Co., Ltd.

給与計算式の登録STEPについて



② 納付先情報

住民税の納付先となる市区町村の情報と納付元となる会社情報を登録する設定です。
なお、本登録では特別徴収税額通知書をご準備いただくことをおすすめします。

住民税の納付先となる市区町村情報を登録する設定です。
納付先情報登録（CSV一括）をおこなう場合はこちらをご確認ください。

住民税の納付元となる会社情報を設定します。

納付先情報 ヘルプページはこちら

14

▮ 市区町村

▮ 納付元会社

©jinjer Co., Ltd.

適用開始日の登録は給与利用開始月より前月以前の情報で登録してください。
未来日で登録をされている場合、住民税の計算がおこなわれません。

確認

https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900004405426
https://jinji.jinjer.biz/master/payment_destination
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900000966686


② 社保・労保

社会保険や労働保険など法定控除にあたる基本情報を登録する設定です。
なお、本登録では社会保険・労働保険に関する料額表をご準備いただくことをおすすめします。

社保・労保

▮ 社保事業所 ヘルプページはこちら

社会保険料に関する基本情報（事業所情報/保険料率）を登録する設定です。
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▮ 労保事業所 ヘルプページはこちら

労働保険料に関する基本情報（事業所情報/保険料率）を登録する設定です。

適用開始日の登録は給与利用開始月より前月以前の情報で登録してください。
未来日で登録をされている場合、社会保険料の計算がおこなわれません。

確認

適用開始日の登録は給与利用開始月より前月以前の情報で登録してください。
未来日で登録をされている場合、労働保険料の計算がおこなわれません。

確認

https://jinji.jinjer.biz/master/insurance
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900000990103
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900000993583


② 社保・労保

▮ 事業所マスタ ヘルプページはこちら

社保事業所・労保事業所で設定した情報を事業所情報のマスタとして紐づける設定です。

16©jinjer Co., Ltd.

次ページにて、各種保険に応じた料率の設定方法を案内いたします。

・ 健康保険料率 / 介護保険料 / 厚生年金 はこちら
・ 厚生年金基金 / 子ども子育て拠出金 はこちら
・ 雇用保険料率 / 労災保険料率 はこちら

上記設定の必要がある保険について、遷移先ページにて登録方法をご確認ください。

ポイント｜各種保険料率の登録方法はどのようにしたらいいですか？

https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900000994043


② 社保・労保

健康保険料率は、加入している組合や、協会によって異なる料率を入力します。
全国健康保険協会（協会けんぽ）に加入している場合、料率自動反映の機能を使用できます。
※手入力で保険料率の入力もできます。その場合は加入している都道府県のサイトを参考に保
険料率を入力してください。
都道府県ごとの保険料額表はこちら｜協会けんぽ

17

▮ 保険料額表 ヘルプページはこちら

©jinjer Co., Ltd.

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900000990103


② 社保・労保
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・「個人」の箇所には、労使折半した値を入力してください。

・標準賞与上限額の項目は賞与計算のメニューを利用する場合に登録をおこなってくださ
い。

・賞与計算をご利用の場合は「賞与」の項目にも値を入力してください。

確認

該当の年度に応じた保険料額表をご確認の上、登録ください。

▮ 厚生年金保険料額表 引用：厚生年金保険料額表（こちら）｜日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/index.html


② 社保・労保

該当年度、事業の種類に応じた保険料をご確認の上、登録ください。

19

▮ 労災保険料率表 引用：令和7年度の労災保険率について（こちら）｜厚生労働省

©jinjer Co., Ltd.

該当の年度、事業の種類に応じた保険料をご確認の上、登録ください。

▮ 雇用保険料率 引用：雇用保険料率について（こちら）｜厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html


給与設定

・給与運用
・共通項目名称
・給与体系

・支給明細項目

02－③

©jinjer Co., Ltd.



従業員単位で紐づけが異なる設定

給与体系・支給明細項目

会社共通となる設定

給与運用・共通項目名称

③ 給与設定

給与設定とは？

ジンジャー給与を運用する上での基盤となる設定です。
下記オレンジの枠の各メニューの概要や設定の適用範囲をご確認ください。

21©jinjer Co., Ltd.

給与運用

・社会保険料・住民税の徴収タイミングの設定
※給与体系単位で徴収タイミングを変更が可能です。
その場合「給与体系単位で設定」を選びます。

・ほかジンジャープロダクトとの連携可否

共通項目名称 ・画面上/CSV上のヘッダー項目名称の設定

給与体系
・給与締めと支給のタイミングの設定
・給与明細上の名称・内容（計算式）の設定

支給明細項目 ・給与明細上のレイアウトの設定

▼ 設定の適用範囲



③ 給与運用

社会保険料/住民税の徴収月の指定（①）やジンジャープロダクトの連携（②）に関する設定です。

① ②

給与運用 ヘルプページはこちら

22©jinjer Co., Ltd.

「健保厚年徴収区分」「住民税徴収区分」について
「○○徴収」を選択した場合は全従業員にその設定内容が適用されます。
「給与体系単位で設定」を選択した場合は、給与体系ごとに徴収タイミングが設定できます。
雇用区分によって徴収タイミングが異なる場合は「給与体系単位で設定」を選び、従業員に
該当の給与体系を紐づけてください。

「健保厚年徴収区分」「住民税徴収区分」の徴収月の考え方は次ページ以降に
解説をしております。企業さまごとの運用にあわせて、登録をおこなってください。

健保厚年徴収区分（社会保険料）はこちら
住民税徴収区分はこちら

ポイント｜健保厚年徴収区分と住民税徴収区分の考え方

ジンジャー勤怠連携：ジンジャー勤怠
年調収集連携：ジンジャー人事労務「年調収集」のご契約が必要です。

確認

入社時および退職時の給与計算にて、社会保険料（健康保険料/介護保険料/厚生年金/厚生年
金基金/子ども・子育て拠出金）の2か月徴収をするか否かを設定します。

▮ 社会保険料の2か月徴収 ヘルプページはこちら

https://jinji.jinjer.biz/operation_setting
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900000995603
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900000995603


③ 給与運用

ジンジャー給与では、当月/翌月の概念を給与計算を実施する月（処理月）を基準にしています。
※「処理月」とは、ジンジャー給与で給与計算を実行する月を指します。

給与締め日：6月
支給月：6月

給与締め日：6月
支給月：7月

6月の社会
保険料を徴収

5月の社会
保険料を徴収

当月徴収

23

会社規定の給与の締め日支給タイミング

©jinjer Co., Ltd.

6月の社会
保険料を徴収

健保厚年徴収区分の徴収月の考え方について

例） 給与処理月が6月の給与計算をおこなう場合

会社規定の社会保険の徴収タイミング

当月徴収 翌月徴収

ジンジャー給与にて選択する社会保険料の徴収月



③ 給与運用

ジンジャー給与では、前月/当月/翌月の概念を給与計算を実施する月（処理月）を基準にしてい
ます。「処理月」とは、ジンジャー給与で給与計算を実行する月を指します。

翌月徴収

24

会社規定の給与の締め日支給タイミング

©jinjer Co., Ltd.

住民税の徴収月の考え方について

7月の
住民税
を徴収

8月の
住民税
を徴収

6月の
住民税
を徴収

6月の
住民税
を徴収

7月の
住民税
を徴収

5月の
住民税
を徴収

当月徴収 前月徴収 当月徴収 前月徴収 こちら

ジンジャー給与にて選択する住民税の徴収月

給与締め日：6月
支給月：6月

給与締め日：6月
支給月：7月

会社規定の住民税の徴収タイミング

例） 給与処理月が6月の給与計算をおこなう場合



③ 共通項目名称

雇用形態などによって給与計算に必要な勤務情報や支給/控除項目が異なる場合でも、
画面上またはCSV上でデータを一覧で確認する際に全従業員の情報が混在しないよう
ヘッダーを共通の名称で登録する設定です。

本設定は、P.26の給与体系の設定とあわせてご調整いただくことをおすすめします。
各設定の登録の留意点はP.32をご確認ください。
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共通項目名称 ヘルプページはこちら

共通項目名称の設定の影響範囲はこちらにてご確認ください。

▮ 共通項目名称の影響範囲と反映例

▼ 給与計算＞給与データ訂正＞一括訂正画面

▼ 勤怠支給控除データ（CSV）

https://jinji.jinjer.biz/operation_setting/common
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900004655106
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900004655106


③ 給与体系
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給与体系は雇用形態など勤務情報や支給/控除項目の違いに応じ、給与マスタを作成する設定です。
※本設定はP.13のSTEP3の内容を設定する項目です。

正社員 契約社員

締め日：15日
支給月日：当月25日
基本給：固定給

締め日：末日
支給月日：翌月末日
基本給：時給単価×総労働時間

▼ 設定イメージ

下記のように、締め日や支給情報が異なる場合は、給与体系を複数設定いただく必要がございます。

給与体系名や締め日・支給月を設定する項目です。

給与体系

▮ 基本情報 ヘルプページはこちら

一度作成した給与体系は削除できません。

健保厚年徴収区分や住民税徴収区分は給与運用で「給与体系単位で設定」した場合のみ
給与体系で徴収タイミングが設定できます。

注意

https://jinji.jinjer.biz/operation_setting/giving_system
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900000984846


① 項目名称

③ 給与体系

明細上の項目名称（①）や計算式（②）を設定する項目です。
本ページは「項目名称」について案内いたします。
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① ②

▼ 給与明細

給与体系別に給与明細上に表示する項目名称を登録する項目です。

本設定は、P.25の共通項目設定の設定とあわせてご調整いただくことをおすすめしております。
各設定の登録の留意点はP.32をご確認ください。

▮ 各種給与項目 ヘルプページはこちら

給与体系の影響範囲と反映例

給与勤怠項目は明細上の「勤怠」、給与支給項目は明細上の「支給」
給与控除項目は明細上の「控除」に関連する項目名称です。

確認

https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900000844426


③ 給与体系

給与支給項目、給与控除項目で、給与勤怠項目を利用した計算式を作成する際に活用する項目です。
ジンジャー勤怠のデータを使用し支給/控除の計算式を組む際に設定をおすすめしています。

給与勤怠項目
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月変算定の支払基礎日数設定とは何ですか？

月変算定時の支払基礎日数のカウントに影響をします。
日給月給や時給、日給などの働き方に応じてカウントのロジックが異なります。
詳細はこちら

② 計算式

給与体系別に給与明細上に表示する内容（計算式）を登録する項目です。
月次計算では、「給与勤怠項目」「給与支給項目」「給与控除項目」の情報を登録してください。

https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900001088983


③ 給与体系

基本給や各種手当など、会社から支給する項目に関して計算式の設定をおこなう項目です。

給与支給項目
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計算結果を総支給額に含めないとは何ですか？

実際に従業員に支給はしないが、明細上に表示させ
る項目を作成したい場合の設定です。
例）残業手当という項目で支給するも、その内訳を
表示したい場合

総支給額に含めないにしても、計算設定の内容次第
では、源泉対象額や課税対象額、社会保険料合計に
は含まれますので、調整をおこなってください。

計算設定の詳細はこちらにてご確認ください。

計算処理月とは何ですか？

計算対象としたい給与計算の処理月を
指定できます。
例）季節手当（賞与とは異なる）など、
特定の月にのみ手当を支給したい場合

何も選択していない場合は、すべての
処理月が計算対象です。

https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900000840763


③ 給与体系

各種保険料・税や会社から控除する項目に関して計算式の設定をおこなう項目です。

給与控除項目
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・計算結果を社会保険料計に含めるとは何ですか？
健保組合などで管理する項目が多く、社保控除の対象となる項目を別途作成する場合の項
目です。
例）共済掛金など
・計算結果を控除合計に含めないとは何ですか？
内訳など、明細だけに出したい項目を使う際に利用する項目です。
例）立替金の内訳を表示したい場合
・企業型DC（マッチング拠出）に含めるとは何ですか？
対象年度の給与計算にて控除項目の合計を年調収集へ紐づける項目です。
年末調整＞年調結果照会＞［申告書情報］タブの保険料控除にある「個人型・企業型年金
掛金」へ連携します。

雇用保険料（ID28）健康保険料（ID29）介護保険料（ID30）厚生年金保険料（ID31）
厚生年金基金（ID32）年調過不足額（ID33）所得税（ID34）住民税（ID35）はデフォ
ルトで用意されている項目のため計算式の設定ができません。

確認



③ 給与体系
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給与計算式の設定方法はこちらのヘルプページを参考にしてください。

・and条件の場合（例：職種がAかつBなら1000円）
IF（職種＝A,1,0）× IF（職種＝B,1,0）×1000

・or条件の場合（例：職種がAまたはBなら1000円）
IF（職種＝A,1000,0）＋ IF（職種＝B,1000,0）

and条件 / or条件 を組みたい場合

©jinjer Co., Ltd.

計算式に（－1）を入力することで控除の計算式を組むことができます。

例）欠勤控除額：（欠勤日数×欠勤控除単価）×（－1）

控除となる計算式を組みたい場合

端数処理を適用させたい範囲は必ず（）をつける必要があります。

① 〈1未満切り捨て〉100/3
→ 計算結果：33.333 となり端数処理がかかっていない。

② 〈1未満切り捨て〉（100/3）
→ 計算結果：33.000となり（100/3）に端数処理がかかる。

③ 2×〈1未満切り捨て〉（100/3）
→ 計算結果：66.000となり、（100/3）に端数処理がかかる。

④ 〈1未満切り捨て〉 2×（100/3）
→ 計算結果：66.667となり端数処理がかかっていない。

⑤ 〈1未満切り捨て〉（2× 100/3）
→ 計算結果：66.000となり〉（2× 100/3）に端数処理がかかる。

端数処理の影響範囲

計算式設定のポイント

https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900000844426


複数の給与体系が必要となる場合の共通項目/給与体系の登録を下記にてご紹介します。

例） 給与体系「正社員」：A手当・B手当 を利用します。
給与体系「アルバイト」：A手当・C手当 を利用します。

③ 共通項目名称と給与体系
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ポイント｜給与体系が複数ある場合は各設定はどのようにすべきですか？

共通項目のNo.と給与体系のIDを対に登録をしなかった場合、
計算結果を確認する画面やCSVのヘッダー項目と出力された各給与項目の計算結果が
対にならなくなります。各給与体系で共通の項目がある場合は、別々で項目を作成せず、
同IDで該当項目を作成してください。

確認

▼ 上記例の場合の共通項目名称の設定

No.2 ～No.4にA手当・B手当
・C手当を登録します。

▼ 上記例の場合の給与体系の設定

正社員

※

ID2・3にA手当・B手当を登録します。

アルバイト

※

ID2にA手当を登録します。

ID4にC手当を登録します。

※ 項目名称を「不要」などとして、有効ステータスを「無効」にしてください。



③ 支給明細項目

支給明細項目 ヘルプページはこちら

支給明細項目の設定が完了することで下記のような給与明細のフォーマットが完成します。

33

従業員に交付する給与明細上の項目レイアウトを調整が可能です。

1つの給与体系に対して、1パターンの給与明細のみを紐づけることができます。

注意

©jinjer Co., Ltd.

https://jinji.jinjer.biz/operation_setting/payroll_detail
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900000986226


従業員管理

・家族
・通勤

・給与計算
・社保・労保

・所属

02－④

©jinjer Co., Ltd.



④ 家族

扶養家族の情報を登録する項目です。所得税の計算をする際に登録情報を参照します。

家族 ヘルプページはこちら
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従業員管理とは？

ジンジャーを利用する従業員の基本情報を登録する設定です。
給与計算時に参照する情報の登録として［家族］［通勤］［給与計算］［社保・労保］［所属］
のメニューを登録する必要があります。

氏名、続柄、生年月日、同居区分、所得見込額、税扶養区分、扶養開始日、障害者区分
の登録が必要です。

確認

https://jinji.jinjer.biz/employees/265782/family/detail/dependence
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900000805626


④ 通勤

定期代などの交通費を支給する場合に登録が必要な項目です。
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通勤 ヘルプページはこちら

交通用具に応じ、課税/非課税のラインが変わります。
電車・バス通勤者 マイカー・自転車通勤者

確認

非課税通勤費/課税通勤費/報酬固定対象額（通勤手当）/月割通勤手当（労働保険）の
項目に影響をします。
どのように各項目に情報が反映されるかはこちらからご確認ください。

ポイント｜通勤情報は給与計算時にどのように影響しますか？

https://jinji.jinjer.biz/employees/265782/commuting/detail
https://jinjer-keihi.zendesk.com/hc/ja/articles/900001547046
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/17738161597849


④ 給与計算

銀行振込口座や給与単価など従業員ごとの給与計算に関連する情報を登録する項目です。
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給与計算

給与の支払先となる従業員の銀行口座情報の登録する項目です。

▮ 銀行振込口座 ヘルプページはこちら

従業員の給与利用に関する情報の設定や所得税/住民税の従業員情報を登録する項目です。

▮ 各種課税 ヘルプページはこちら

給与支給区分、課税区分、寡婦区分、障碍者区分、勤労学生区分、未成年者区分、
災害者区分、居住者区分、障害者手帳区分、給与体系、納付先市区町村、納付元会社名、
住民税徴収方法、年税額の登録が必要です。

確認

https://jinji.jinjer.biz/employees/265782/payroll/detail/payments
https://jinjer-keihi.zendesk.com/hc/ja/articles/360038396292
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900000852306


④ 給与計算
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▮ 給与振込設定 ヘルプページはこちら

給与の支払元/支払先となる銀行口座情報の情報を紐づける項目です。

©jinjer Co., Ltd.

▮ 給与単価 ヘルプページはこちら

従業員の給与形態の設定や各給与単価の金額を登録する設定です。

・改定年月日と給与区分の登録が必要です。またP.13の「単価の金額」は
本設定で入力します。

・給与単価にて登録された情報は「改定年月日」の情報をもとに給与計算時に利用されます。
給与の締め日より改定年月日の情報が過去の日付となるよう登録をおこなってください。
詳細はこちらにてご確認ください。

確認

https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900000867486
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900000852706
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900000852706


④ 社保・労保

39

従業員の社会保険料・労働保険料の金額算出に関する設定です。

▮ 労働保険 ヘルプページはこちら

従業員の労働保険料を算出するにあたり登録が必要な項目です。

©jinjer Co., Ltd.

社保・労保

労災保険区分、雇用保険区分の登録が必要です。

確認

▮ 社会保険 ヘルプページはこちら

従業員の社会保険料を算出するにあたり登録が必要な項目です。

社保加入区分、パート区分、健康保険計算区分、介護保険計算区分、厚生年金計算区分、
各種資格取得年月日の登録が必要です。

確認

https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900000892283
https://jinji.jinjer.biz/employees/265782/insurance/detail/social
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900000888123


④ 社保・労保
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▮ 報酬月額 ヘルプページはこちら

従業員の等級に応じた健康保険料/厚生年金保険料の算出に必要な項目です。

従業員の給与から控除する社会保険料、労働保険料に関して、
人事設定で登録した社保/労保事業所の情報や保険料率を紐づける設定です。

▮ 事業所社保・労保 ヘルプページはこちら

給与運用の「健保厚年徴収区分」が翌月徴収となる場合は選択月の翌月が給与計算時の
情報として利用されます。

確認

https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900000978423
https://jinjer-jinji.zendesk.com/hc/ja/articles/360037926091


④ 所属

従業員の所属情報を登録する項目です。
役職や勤務地などの項目を利用し給与計算式を組むこともできます。
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所属 ヘルプページはこちら

発令年月日、所属グループの情報を登録ください。
ジンジャー勤怠をご利用の場合はメイン打刻グループ、ロールを入力してください。

確認

https://jinji.jinjer.biz/employees/265782/affiliation/detail/competent
https://jinjer-jinji.zendesk.com/hc/ja/articles/360037617952


④ CSVでの登録方法
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CSVでの登録は「インポート」のメニューにて対応が可能です。
インポートでの対応方法はこちらをご確認ください。

また、各従業員管理の項目は初期設定ステータスノートにて「見本シート」をご用意しております。
見本シートを参考に、給与運用に必要となる従業員情報を入力し、インポートの操作をおこないま
す。

遷移先の見本シートをCSV形式に変換し、ダウンロードしてください。

▼ 見本シート

該当項目：No.5 の従業員情報の登録（給与関係）以降の項目をご確認ください。

©jinjer Co., Ltd.

CSVでの登録方法

https://jinjer-jinji.zendesk.com/hc/ja/articles/360037603472


運用手順

03
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給与処理一覧/運用画面（給与）

ジンジャーでの、毎月の給与計算は［給与計算］のメニューからご対応いただきます。
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ジンジャー勤怠と連携をおこなう場合、下記ジンジャー勤怠の管理者画面より
勤怠の締め処理と給与連携用のデータの作成が必要です。

ポイント｜ジンジャー勤怠と連携をおこなう場合
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給与計算（月次）の流れ

フロー図

©jinjer Co., Ltd.

※1 締め処理の必須可否に応じて操作が異なります。それぞれの操作方法はこちらをご確認ください。

※2 ジンジャー勤怠を契約している場合、①②の対応が可能です。
ジンジャー勤怠以外から勤怠データを連携する場合は⑤の対応にてジンジャーへデータを連携してください。

※3 ジンジャー勤怠との連携有無によって対応が異なります。
ジンジャー勤怠と連携する場合はこちら、ジンジャー勤怠と連携をしない場合はこちらをご確認ください。

※4 ジンジャー外のデータを給与計算時に連携する場合は、こちらをご確認ください。

人事データベース 勤怠 給与

給与計算に必要となる
従業員情報の確認する

※次ページにて各項目を案内

勤怠の締め処理を実施する
（※1・2）

ジンジャー給与連携用
データを作成する。（※2）

当月の給与計算を実施する
（※3）

給与計算結果を確認する

給与計算結果を確定する

給与明細を作成・公開する

振込用データを作成する

勤怠データ・手当などのデータを
連携する（※4）

ジンジャー給与での給与計算処理の流れは下記のとおりです。
各STEPの詳細の対応方法は遷移先のヘルプページにて確認が可能です。

ジンジャー契約
で操作可能

ジンジャー勤怠
契約で操作可能

ジンジャー給与
契約で操作可能

人事データ
ベース

勤怠 給与

1

2

3
4

5

6

7

8

9

https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900003266206-%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E5%8B%A4%E6%80%A0%E3%81%AE%E5%8B%A4%E5%8B%99%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%A8%E9%80%A3%E6%90%BA%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E8%A8%88%E7%AE%97%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C#h_01EN8322CXYJFYBPKBSM9D9GJ3:~:text=%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89-,%E5%8B%A4%E6%80%A0%E3%81%AE%E7%B7%A0%E3%82%81%E5%87%A6%E7%90%86%E3%82%92%E5%BF%85%E9%A0%88%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88,-1%EF%BC%8E%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E9%81%8B%E7%94%A8
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900003266206
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900001039023
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900004731266
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900001039023
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900001046503
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900001047523
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/sections/900000200063
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/sections/900000200083
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勤怠の締め処理を実施する（※）

ジンジャー給与連携用データを作成する

給与計算に必要となる従業員情報の確認する

チェック項目

チェックシート

©jinjer Co., Ltd.

給与計算（月次）の対応事項

当月の給与計算を実施する

勤怠データを連携する

給
与

給与計算結果を確認する

勤
怠

人
事
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

給与計算結果を確定する

給与明細を作成・公開する

振込用データを作成する

打刻グループ単位での締め処理

所属グループ単位での締め処理

PDFで給与明細を出力する場合

Web明細で給与明細を公開する場合

給与振込データの一覧表とFBデータを出力する場合

住民税の振込データ一覧表とFBデータを出力する場合

入社年月日（※）

各種課税（給与支給区分・課税区分・給与体系）

給与単価（給与区分）

給与振込設定（支払方法・振込元銀行・振込先銀行

※ 計算対象期間となっているかご確認ください。

ジンジャー勤怠と連携する場合

ジンジャー勤怠と連携しない場合

※ 締め処理の必須可否に応じ、上記の対応はスキップください。

勤怠データ・手当などのデータを連携す
る

https://jinjer-kintai.zendesk.com/hc/ja/articles/900003266626
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900001039023
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900001046503
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900001047523
https://jinjer-kintai.zendesk.com/hc/ja/articles/360035893532
https://jinjer-kintai.zendesk.com/hc/ja/articles/900003272366
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900001048323
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900001029086
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900001037066
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/sections/900000200083
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900000852306
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900000852706
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900000867486
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900003266206
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900004731946
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900004731266
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900004731266


給与計算実施時のポイント

給与計算時に必要となる勤怠実績の連携方法は下記の対応で異なります。

勤怠実績の連携方法

計算対象者に該当従業員が含まれるよう人事データベースの設定を確認してください。
計算対象者の条件はこちらにてご確認ください。

対象者追加後にエラーが出たときは該当の設定の確認をしてください。
エラーメッセージの解消方法はこちらにてご確認ください。

1

ジンジャー勤怠の
締め処理の実施

給与連携用データ
の作成

勤怠データ連携
の実施/計算実施

計算対象者の条件
2

対象者追加後にエラー表示がされた場合の対処方法
3

47

新規計算開始/計算処理＞STEP1で対象者追加後は以下修正は計算時に情報反映されません。
・「給与体系」「事業所マスタ」の紐づけの変更
上記操作をおこなう場合は、計算処理削除を実施し、再計算をお願いします。

注意

1 2 3

計算実施 データ登録用CSV
ダウンロード/入力

インポートにて
勤怠データの登録

1 2 3

ジンジャー勤怠と連携をおこなわない場合 詳細はこちら

ジンジャー勤怠と連携をおこなう場合 詳細はこちら

©jinjer Co., Ltd.

https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900001039023
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900004909143#h_01ET7538MNEB2KMMMRJQSK98D6
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900004731946
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900003266206
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明細書出力・Web明細の公開は「締め処理」が実施済となることで対応が可能です。
そのため、明細書出力・Web明細の公開の対応時は忘れずに締め処理を実施してください。

また、Web明細の公開中は締め処理の「解除」ができません。
締め処理の解除をおこなう際は、Web明細の公開を取り消してください。

明細書の出力（PDF）はこちら
Web明細の公開はこちら

給与支給明細にメッセージを入力する方法
4

締め処理と明細書公開の関連性
5

給与設定＞支給明細項目にて、「支給時メッセージ」の項目に✓を入れている場合
給与計算＞給与データ訂正にてメッセージを入力が可能です。
なお、同画面では支給日の情報変更も一括で可能です。
詳細はこちらからご確認ください。

©jinjer Co., Ltd.

https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900001048323
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900001029086
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/8204967418905
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例）6月支給の給与計算をおこなう場合
給与締め日：6月
給与支給月：7月
住民税の徴収月：8月

上記の運用を実施する場合、下記①②の対応をしてください。

① 従業員管理＞給与計算＞各種課税にて
年税額を1か月分ずらして情報を登録する必要があります。
今回紹介した例の場合は、年税額7月の登録枠に対し、8月の徴収額を登録してください。

② 給与設定＞給与体系：住民税徴収区分を「前月徴収」にする必要があります。

住民税の徴収月の考え方について、当月締め翌月支給企業で
住民税の徴収が2か月後の場合はどのように対応すればいいでしょうか？Q

©jinjer Co., Ltd.

住民税の徴収額が合わない場合は、下記の設定内容をご確認ください。

・給与設定＞給与運用＞住民税徴収区分
・人事設定＞納付先情報＞市区町村
・従業員管理＞給与計算＞各種課税の以下項目
納付先市区町村、提出先市区町村、住民税徴収方法、年税額

上記の設定詳細はこちらからご確認ください。

住民税の徴収額が合いません、どの設定を確認したらいいでしょうか？Q

ジンジャーでは、所得税の計算は電算機計算の特例を使用しています。
そのため、電算機計算の特例を加味しても計算が合わない場合は以下設定を確認ください。

・従業員管理＞給与計算＞各種課税＞課税区分
・従業員管理＞給与計算＞所得控除に関する区分
（寡婦/障害者/勤労学生/未成年者/災害/外国人/居住者/障害手帳）

・従業員管理＞家族＞扶養家族

給与の計算結果より、源泉対象額、非課税対象額が異なる場合は
給与設定＞給与体系＞支給項目＞計算式 の内容をご確認ください。

上記の設定詳細はこちらからご確認ください。

所得税の徴収額が合いません、どの設定を確認したらいいでしょうか？Q

https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900004925943
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900002705503
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/4402395615385


報酬固定対象額（通勤）の金額は、従業員管理＞通勤＞支給間隔にて「3か月」または
「6か月」の場合に、支給金額を支給間隔で割った金額が反映されています。
そのため、従業員管理＞通勤＞支給間隔、支給金額の設定を確認してください。

上記の設定詳細や従業員管理＞通勤の情報が給与計算時にどのように影響するかは
こちらからご確認ください。

報酬固定対象額（通勤）に金額が反映されないです。どうしたらいいでしょうか？Q

FAQ
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社会保険料や雇用保険料が合わない場合は、下記の設定内容をご確認ください。

・従業員管理＞社保・労保＞社会保険の以下項目
（社保加入区分、健康保険計算区分、介護保険計算区分、厚生年金計算区分）
・従業員管理＞社保・労保＞労働保険の雇用保険区分
・従業員管理＞社保・労保＞報酬月額
・従業員管理＞社保・労保＞事業所社保・労保
・人事設定＞社保・労保＞社保事業所/労保事業所の各種保険料率
・給与設定＞給与運用＞健保厚年徴収区分

上記の設定詳細はこちらからご確認ください。

社会保険料や雇用保険料が合いません、どの設定を確認したらいいでしょうか？Q

紐づけている給与体系を給与計算時に変更した場合、再計算（計算処理）の対応ではなく
一度計算実行した処理を「処理削除」する必要がございます。
処理削除の実施後、新規計算開始より、該当月の給与計算を再実行ください。

処理削除の方法はこちらからご確認ください。

給与計算後に給与体系を変更し、再計算したのですが、結果が変わりません。
原因は何が考えられますか？

Q

https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/17738161597849
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900003744046
https://jinjer-kyuyo.zendesk.com/hc/ja/articles/900001044123
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退職した従業員の方でも退職日から1年以内であればジンジャーにて給与明細の
確認が可能です。

ほか、退職時の対応を確認する場合は退職時のマニュアルをご確認ください。

退職した従業員の給与明細はいつまで確認ができますか？Q

©jinjer Co., Ltd.

FBデータを出力しない場合は、不要です。
給与振込設定で支払方法「現金」を選択ください。

ジンジャーからFBデータを出さない場合でも口座情報の入力は必須でしょうか。Q

FBデータに記載する必要がある、金融機関が会社に割り当てるコードです。
「委託者コード」や「依頼人コード」などの別名称で発行されている場合もあるため、
一度FBデータを取り込む金融機関へご確認ください。

企業銀行の「会社コード」とは何ですか？Q

https://jinjer.zendesk.com/hc/ja/articles/19327237924505
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おわりに

ヘルプページとチャットサポートのご案内

操作の手順などご不明な部分がございましたら、本資料にも記載がございますヘルプページを
ご確認ください。

またチャットサポートのご活用も可能となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
該当のリンクは以下からご確認いただけます。

◆ ヘルプページの確認はこちら

◆ チャットサービスの活用方法はこちら

©jinjer Co., Ltd.

https://jinjer.zendesk.com/hc/ja
https://jinjer.zendesk.com/hc/ja/articles/900000841946-%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95
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